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野田市条例第２号 

 

   野田市一般職の職員の給与に関する条例及び野田市会計年度任用職

員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

 

（野田市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 野田市一般職の職員の給与に関する条例（昭和２６年野田市条例第３

２号）の一部を次のように改正する。 

第１１条第２項第２号の表中 

「                 

 １３，０００円 

を 

 １５，８００円 

 １８，７００円 

 ２１，６００円 

 ２４，４００円 

 ２６，２００円 

 ２８，０００円 

 ２９，８００円 

 ３１，６００円 

                   」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「                 

 １３，５００円 

 に改める。 

 １６，６００円 

 １９，７００円 

 ２２，８００円 

 ２５，９００円 

 ２９，１００円 

 ３２，３００円 

 ３５，５００円 

 ３８，７００円 

                   」 

第２条 野田市一般職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

第１１条第２項第１号中「「運賃等相当額」という。）。」を「運賃等相

当額」という。）」に改め、同号ただし書を削る。 

第１１条第２項第２号の表中 

「                 

 ２，５００円 

を  ５，１００円 

 ７，８００円 

                   」 

「                 

 ２，０００円 

に、  ４，２００円 

 ７，３００円 

                   」 

 「 

 ６０ｋｍ以上  を 

                    」 

  



 「 

 ６０ｋｍ以上６５ｋｍ未満  に改め、同表に次のように加え 

                    」 

 る。 

 ６５ｋｍ以上７０ｋｍ未満 ４２，２００円 

 ７０ｋｍ以上７５ｋｍ未満 ４５，７００円 

 ７５ｋｍ以上８０ｋｍ未満 ４９，２００円 

 ８０ｋｍ以上８５ｋｍ未満 ５２，７００円 

 ８５ｋｍ以上９０ｋｍ未満 ５６，２００円 

 ９０ｋｍ以上９５ｋｍ未満 ５９，６００円 

 ９５ｋｍ以上１００ｋｍ未満 ６３，０００円 

 １００ｋｍ以上 ６６，４００円 

  第１１条第２項第３号中「（１箇月当たりの運賃等相当額及び前号に定め

る額の合計額が５５，０００円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る

支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、５５，０００円に当該支

給単位期間の月数を乗じて得た額）」を削る。 

第１１条第６項を同条第８項とし、同条第５項中「自動車等」の次に「及

び駐車場等」を加え、同項を同条第７項とし、同条第４項を同条第６項とし、

同条第３項中「月」の次に「（当該月に通勤手当を支給することが困難な場

合として規則で定める場合にあっては、その翌月）」を加え、同項を同条第

５項とし、同条第２項の次に次の２項を加える。 

３ 第１項第２号又は第３号に掲げる職員で、自動車等の駐車のための施設

（その所在地及び利用形態が規則で定める要件を満たすものに限る。第１

号及び第７項において「駐車場等」という。）を利用し、その料金を負担

することを常例とするもの（規則で定める職員を除く。）の通勤手当の額

は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、

当該各号に定める額とする。 

(1) 駐車場等に係る通勤手当 支給単位期間につき、５，０００円を超え 

ない範囲内で１箇月当たりの駐車場等の料金に相当する額として規則で



定める額 

(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額 

４ 運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額（交通機関等が

２以上ある場合においては、その合計額）、第２項第２号に定める額及び

前項第１号に定める額の合計額が７１，４００円を超える職員の通勤手当

の額は、前２項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位

期間のうち最も長い支給単位期間につき、７１，４００円に当該支給単位

期間の月数を乗じて得た額とする。 

（野田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第３条 野田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年

野田市条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

  第２５条中「第６項」を「第８項」に改める。 

附 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条及び第３条の規定は、

令和８年４月１日から施行する。 

２ 第１条の規定による改正後の野田市一般職の職員の給与に関する条例（次

項において「改正後の給与条例」という。）の規定は、令和７年４月１日か

ら適用する。 

 （給与の内払） 

３ 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第１条の規定による改正前

の野田市一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与

は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。 

 （委任） 

４ 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別

に定める。 


